
回答書

回答日： 令和7年7月1日

担当課： 財政課

物品番号：第15号

物品名： 財務会計システム（賃貸借）

質疑事項 回答

1
リース開始日までに物件が納品できなかった場合、草津市様
と納品業者様との間で協議し、リース会社は納品遅延に対す
る責任を負わないとの認識でよろしいでしょうか。

契約書（案）第２４条に基づき対応いたします。

（定めのない事項の処理）
第２４条 この契約書に定めのない事項については、法令（草
津市の条例等を含む。）の定めるところによるもののほか、賃
借人と賃貸人とが双方協議の上処理するものとする。

2 契約書案を事前にご提示いただくことは可能でしょうか。 契約書（案）を添付します。

3

入札書の内訳①月額リース料に記載する金額は、リース仕
様書１に記載の売買総額73,416,200円(税込)から保守料を除
いた57,068,000円(税込)をリース物件代金として、算出すると
いう認識でよろしいでしょうか。

その認識で問題ございません。

4
リース期間満了後は、再リースは行わず契約を終了するとの
認識でよろしいでしょうか。

その認識で問題ございません。
仮に再リースを行う場合は、本市と売主の間で調整の上、再
度入札を行います。

5
草津市様・売主及び保守会社様・リース会社での三社間契約
とすることは可能でしょうか。

保守対応については、売価見積時において売主（サプライ
ヤー）に提示しており、保守を含めた売価決定であることか
ら、リース対象物件の売価には、保守対応経費が含まれてい
ます。このことから、本市と売主との二者及び賃貸人を含め
た三者間契約を締結する予定はありません。必要に応じて、
貴社と売主で調整をお願いします。

6
５について、三者間契約が不可能の場合、保守契約につい
ては、草津市様と保守会社様とが別途二者間で締結すると
の認識でよろしいでしょうか。

上記５と同様

7
５について、三者間契約が不可能の場合、保守料の代理回
収及び支払の条件等について、三者で覚書を締結することで
よろしいでしょうか。

上記５と同様

8 事前に契約書案をお示しください。 契約書（案）を添付します。

9
落札業者にリース物件の納品および保守の責任は無い認識
でよろしいでしょうか。

その認識で問題ございません。

10

貴市、落札業者、売主のいずれの責にも帰する事が出来な
い不測の事由で、納品期限までに納品出来ない場合、リース
期間は５年間のまま、リース開始日の延伸に応じて頂ける認
識でよろしいでしょうか。

契約書（案）第２４条に基づき対応いたします。

（定めのない事項の処理）
第２４条 この契約書に定めのない事項については、法令（草
津市の条例等を含む。）の定めるところによるもののほか、賃
借人と賃貸人とが双方協議の上処理するものとする。

11
本契約はハードウェアを含まない契約の認識でよろしいで
しょうか。

その認識で問題ございません。

12
リース期間満了後は、再リース又は終了の認識でよろしいで
しょうか。

その認識で問題ございません。
仮に再リースを行う場合は、本市と売主の間で調整の上、再
度入札を行います。

13
システムを導入するハードウェアは草津市様の所有物でしょ
うか。

本システムは、仮想基盤上に構築するものであり、ハード
ウェアの所有権については、本市が契約している仮想基盤提
供事業者にあります。



賃貸借契約書（案） 

 

契約番号 第１５号 

品名 

仕様および数量  

品名：財務会計システム（賃貸借） 

仕様：仕様書のとおり 

数量：一式 

契約金額 

令和７年１０月１日～令和１３年８月３１日 

月額        円 

月額リース料         円 

月額保守料    ２２７，０５８円 

 

令和１３年９月１日～令和１３年９月３０日 

月額        円 

月額リース料         円 

月額保守料    ２２７，０８２円 

 

注：上記の金額には取引に係る消費税及び地方消費税が含まれている。 

納品期限 令和７年９月３０日 

契約期間 契約締結日から令和１３年９月３０日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

リース期間 令和７年１０月１日から令和１３年９月３０日まで 

設置場所 草津市役所（草津市草津三丁目１３番３０号） 

契約保証金 免除 

 

上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の

条項により賃貸借契約を締結する。 

第７条については適用しない。 

 この契約を証するため、この契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

 

 令和 年  月  日 

賃借人 草津市草津三丁目１３番３０号 

                   草津市長   橋 川  渉         

 

                

 

賃貸人  

     

     

    関西営業第一部長  安田 匡宏   印



（総則） 

第１条 賃貸人は、その所有する頭書に定める物品（以下「物品」という。）を頭書に定める内容

により賃借人に賃貸し、賃借人はこれを賃借するものとする。 

２ 賃貸人は、この契約書または頭書に明記されていない事項であっても、本件業務の性質上当然

必要なものは、賃借人の指示に従い、賃貸人の負担でこれを処理しなければならない。 

（賃料等の支払い） 

第２条 賃貸人は、毎月賃借人が別に指示する方法により頭書に定める表記契約金額（以下「賃料

等」という。）の月額を翌月に請求し、賃借人は、賃貸人から提出された適法な支払請求書を

受理した日から３０日以内に賃料等を支払うものとする。 

  なお、使用開始日および使用終了日が月の途中である場合は、次式により算出した金額とする。 

  月額料金（契約金額）×その月の使用日数÷暦日数（円未満切り捨て） 

（債権の譲渡） 

第３条 賃貸人は、この契約に基づいて賃借人の使用中の装置に債権その他の担保権を設定しては

ならない。 

（権利義務譲渡の禁止） 

第４条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡または承継してはならない。た

だし特別な理由がある場合で、事前に書面により賃借人の承認を受けた場合は、この限りでない。 

（再委託または下請の禁止） 

第５条 賃貸人は、本件業務を第三者に再委託し、または請負わせてはならない。ただし、特別な

理由がある場合で、事前に書面により賃借人の承認を受けた場合は、この限りでない。 

（所有権の表示） 

第６条 賃貸人は、装置に自己の所有物である旨および管理責任者の表示をすることができる。 

（保険） 

第７条 賃貸人は、装置につき賃貸借期間中継続して、賃貸人を被保険者とする動産総合保険契約

を締結し、その費用を負担するものとする。 

２ 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じた場合は、直ちに通知しなければならな

い。 

３ 賃借人は、保険事故により保険会社から賃貸人に支払われた保険金の限度内において、賃貸人

に対する賠償金の支払い義務を免れるものとする。 

（装置の使用管理） 

第８条 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得なければ、物品を表記設置場所以外に移転しては

ならない。 

２ 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって装置を管理しなければならない。 

３ 賃貸人は、賃借人の故意または重大な過失によって装置の機能が低下し、または損傷したこと

によって損害を被った場合は、賃借人と賃貸人が同意して選出した第三者の損害に対する評価

に基づき、賃借人に対してその賠償を請求することができる。 

４ 賃借人は、装置を第三者の権利の目的物とすることはできない。 

（事故発生時の報告義務） 

第９条 賃貸人は、本件業務を遂行する上で、事故等の発生により、本件業務の履行に支障を生じ、

または生じるおそれがあると認める場合は、速やかにその事由を付して賃借人に報告しなけれ

ばならない。 

２ 賃貸人は、前項の事故等が発生した場合は、即時に原因究明の調査および回復作業を行い、そ

の状況を適時賃借人に報告しなければならない。 

３ 賃貸人は、前項の回復作業を行う場合は、賃借人の業務、事務等に支障のない方法を講じなけ

ればならない。この場合に必要な費用は、賃貸人の負担とする。ただし、事故等の原因が賃借

人の責に帰すべき場合は、この限りでない。 

（立入権および秘密保持） 

第１０条 賃貸人は、本件業務の遂行のため装置の据付場所に立入ることができる。 

２ 賃貸人は、前項の立入に際して得た業務上の秘密を、いかなる理由があっても第三者に漏えい

してはならない。 



３ 前項の規定は、この契約の終了または解除後であっても有効に存続する。 

（物品の現状変更） 

第１１条 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得なければ、物品に他の物品を付着させまたは改

造、模様替え、性能、機能、品質を変更させてはならない。 

（物品の定着） 

第１２条 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得なければ、物品を不動産に定着させてはならな

い。 

２ 賃借人は、前項の承諾を得る際に、不動産の所有者等から、物品を不動産に附合させない旨の

承諾書または証明書を、賃貸人の承諾を得るための書面に添付するものとする。 

（危険負担） 

第１３条 装置の返還までに生じた装置の滅失および毀損についてのすべての危険は、賃借人が負

担するものとする。ただし、通常の損耗または磨耗はこの限りでない。 

２ 賃借人は、装置が毀損したときは、賃貸人の選択にしたがい、自己の費用で次の各号に定める

とおりにしなければならない。 

 (1) 装置を完全な状態に復元または修理すること 

 (2) 装置と同等な状態または性能の同種物品と取替えること 

３ 装置が滅失（修理不能または所有権の侵害を含む。）したときには、賃借人は、賃貸人と協議

して定める規定損害金額を賃貸人に支払うものとする。 

（変更の契約） 

第１４条 賃借人は、必要がある場合は、この契約の内容を変更することができるものとする。た

だし、この場合賃借人は、事前に書面をもって賃貸人に通知するものとする。 

２ 前項において、この契約の内容を変更する必要がある場合は、賃借人、賃貸人双方協議の上書

面によりこれを定める。 

（契約の解除） 

第１５条 賃借人または賃貸人は、次に掲げる一の事由が生じた場合は、催告をしないでいつでも

この契約の全部または一部を解除することができる。 

(1) 賃借人または賃貸人が、契約上の義務を履行しない場合、または履行する見込みがないと認

められた場合。 

(2) 賃借人が、この契約に違反した場合。 

(3) この契約に違反し、賃借人が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、賃貸人がその違 

反を是正しないとき。 

(4) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等（賃貸人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、賃

貸人が法人である場合にはその役員、その支店または営業所等の代表者その他経営に実質的

に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

（以下この号において同じ。））または暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められ

るとき。 

二 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いると認められるとき。 

  ホ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

  へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 



  ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合

（へに該当する場合を除く。）に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人

がこれに従わなかったとき。 

（違約金等） 

第１６条 賃借人は、前条により契約が解除された場合は、賃貸人に対して賃料等の１００分の１

０に相当する金額（円未満の端数が生じた場合は、円未満を切り捨てた額とする。）を違約金

として請求することができる。ただし、賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであ

るときは、この限りでない。また、違約金の請求は、損害賠償の請求を妨げない。 

２ 賃貸人は、この契約により賃借人に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を賃借

人の指定する期限内に賃借人に納付しない場合は、指定期限の翌日から納付の日までの日数に

応じ、債務額に対し、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４

年法律第２５６号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率で算出した金額（円未満

の端数が生じた場合は、円未満を切り捨てた額とする。）を延滞金として、併せて賃借人に納

付しなければならない。 

（損害賠償責任） 

第１７条 賃貸人は、次に掲げる一の事由が生じた場合には、直ちにその損害を賃借人に賠償しな

ければならない。 

(1) 賃貸人がこの契約に違反し、賃借人に損害を与えた場合。 

(2) 第１５条第１項の規定により、この契約が解除された場合において、賃貸人が賃借人に損害

を与えた場合 

（損害賠償） 

第１８条 賃借人または賃貸人は、本件業務の遂行に伴い故意もしくは過失によって損害が生じた

場合は、それぞれ賠償の責を負うものとする。 

（損害のために必要となる経費の負担） 

第１９条 本件業務に関し、発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のため必要となる経

費は、賃貸人が負担するものとする。ただし、その損害が賃貸人の責に帰すべきものでない場

合は、この限りでない。 

（債権債務の相殺） 

第２０条 賃借人は、この契約に基づき賃貸人から賃借人に支払うべき債務が生じた場合は、賃貸

人が賃借人に対して有する賃料等請求権およびその他の債権と相殺し、なお、不足がある場合

賃貸人はその不足額について、賃借人の指定する期限内に賃借人に納付しなければならない。 

（談合行為等に対する措置） 

第２１条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約およびこの契約に係る変更

契約による契約金額（単価契約の場合は支払金額）の１０分の１に相当する額を、賠償金として、

賃借人に支払わなければならない。この契約による物品の納品が完了した後においても同様とす

る。 

（1）公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下第２号までにおいて「法」という。）第２

条第６項の不当な取引制限をし、法第３条の規定に違反する行為がある、またはあったとして、

法第７条第１項もしくは第２項（法第８条の２第２項および法第２０条第２項において準用す

る場合を含む。）、法第８条の２第１項もしくは第３項、法第１７条の２または法第２０条第

１項の規定による命令が確定したとき。 

（2）公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、賃貸人が法第２条第６項の不当な取引制

限をし、法第３条の規定に違反する行為がある、またはあったとして、法第７条の２第１項（同

条第２項および法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による命令が

確定したとき。 

（3）この契約に係る入札に関して、賃貸人（賃貸人が法人である場合にあっては、その役員また

は代理人、使用人その他の従業者）に対し、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３の

規定による刑が確定したとき。 

（4）その他この契約に係る入札に関して、賃貸人が前３号の規定による違法な行為をしたことが



明白となったとき。 

２ 前項に規定する場合においては、賃借人は、契約を解除することができる。この場合における

契約解除に係る違約金の徴収については、第１６条の規定を準用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、賃借人に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場

合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（合意管轄） 

第２２条 この契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、賃借人の所在地を管轄する裁判所を専属

管轄裁判所とする。 

（翌年度以降の契約） 

第２３条 賃借人は、この契約締結日の属する年度の翌年度以降、当該契約に係る賃借人の予算額

が前年度に比較して減額され、又は予算がない場合は、賃貸人と協議のうえ、この契約を変更し

又は解除できる。 

２ 前項の規定により契約を解除したことにより賃貸人に損害があるときは、賃貸人はその損害の

賠償を賃借人に請求することができる。 

（定めのない事項の処理） 

第２４条 この契約書に定めのない事項については、法令（草津市の条例等を含む。）の定めると

ころによるもののほか、賃借人と賃貸人とが双方協議の上処理するものとする。 

（契約履行の原則） 

第２５条 賃借人および賃貸人は、この契約を忠実に履行しなければならない。 

 


